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COVID-19について↓ 

 

 

 

 体温測定、症状（咳、のどの痛み、倦怠感、味覚障害など）を確認 

 体温「37.3℃以上」、または「症状がある」時は、必ず大学のホームページから報告を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体温が 37.5℃未満であること 

 登校時は入口の自動検温器で各自検温すること 

 マスクを着用すること（ユニバーサルマスキング） 

 体温が 37.5℃以上の場合は、登校せず、健康管理センターに連絡を 

 

 

 体温は 37.5℃未満だけど、症状（咳、のどの痛み、倦怠感、味覚障害など）がある 

 同居家族が発熱、または症状がある 

 濃厚接触者と判断された人と接触していた 

 

 対応時間 

◆健康管理センター 

   019-651-5110（内線 5019・5022） 

平日 8：30～17：00 

第 1・4（土）8：30～12：30 

熱や症状がある時は 

◆帰国者・接触者相談センター 

   019-651-3175 

全日（土日・祝日を含む） 

24時間対応 

全般的な相談は 

◆岩手県新型コロナウイルス感染症相談窓口 

   019-629-6085 

◆厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口 

0120-565653 

9：00～21：00 

（土日・祝日を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をインストールしよう 

 発熱時は、市販の解熱剤や事前に処方されている薬を飲む前に、かかりつけ医や健康管理センターに

相談を 

毎日の健康チェック 

健康管理センター 

登校の基準 

相談窓口 

その他 

こんな場合は登校する前に健康管理センターまで相談を 

＜体温報告ページについて＞ 

＊37.3℃未満の場合は「その他」を選び備考に入力 

＊選択項目に該当する症状がない場合は備考に入力 

＊所属には、学部・学年・出席番号を入力 

＜帰国者・接触者相談センターへの相談の目安＞ 

１．息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

２．重症化しやすい（糖尿病、呼吸器疾患等がある）方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

３．上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合（症状が 4日以上続く場合は必ず相談を） 

  症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください 

  解熱剤などを飲み続けなければならない方もすぐに相談してください 


